
生駒市条例第６号 

生駒市自治基本条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２７年３月２６日 

生駒市長職務代理者 

生駒市副市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市自治基本条例の一部を改正する条例 

 生駒市自治基本条例（平成２１年６月生駒市条例第２０号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１４条中「市民等」を「市民」に改める。 

 第３０条中「中・長期財政計画」を「財政計画」に改める。 

 第３１条第１項中「実施計画」を「総合計画の進捗状況」に改める。 

 第３４条第３項中「市民参画」を「市民及び専門的知識を有する者」に改め

る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


